
 

 

 

 
* 年金改革ウォッチは、2013年1月より毎月第1火曜日に連載（祝日は休載）。 
*1 本年７月１日に取りまとめられた同懇談会の報告書には「経過措置として設けられた本要件（企業規模要件）については、他の

要件に優先して、撤廃の方向で検討を進めるべきである」「個人事業所における非適用業種については、５人未満の個人事
業所への適用の是非の検討に優先して、解消の方向で検討を進めるべきである」と記載された（カッコ内は筆者による加筆）。 

*2 厳密には、週所定労働時間および月所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の常時使用される者(正社員以外も含む)。 
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1 ――― 先月の動き 

 年金事業管理部会は、２回にわたって日本年金機構の前年度と第３期中期目標期間(2019～2023年

度)の業務実績について報告書案を確認した。働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方

に関する懇談会は、前回までに行ったヒアリングや意見交換を踏まえて、報告書の取りまとめに向け

た議論を行った。 

 

○社会保障審議会 年金事業管理部会 

6月5日(第73回)  日本年金機構の令和５年度業務実績及び第３期中期目標期間の業務実績、他 

 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo73_00001.html (資料) 

6月27日(第74回) 日本年金機構の令和５年度業務実績及び第３期中期目標期間の業務実績、他 

 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-74_00001.html (開催案内) 
 
○年金局 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 

6月11日(第7回) 意見交換を踏まえた論点整理 

 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00013.html (資料) 

 

2 ――― ポイント解説：個人事業所における厚生年金の適用拡大と適用の徹底 

 被用者保険の適用の在り方に関する懇談会では、次期制度改正における厚生年金の適用拡大に関し

て、パート労働者の企業規模要件の撤廃と個人事業所の業種要件の撤廃に賛成する意見が中心的に

なっている*1。本稿では、個人事業所における厚生年金の適用拡大について、年金事業管理部会で報

告された適用徹底の状況を踏まえて、経緯や課題を確認する。 

1｜個人事業所における適用拡大の経緯と展望：2022年に約70年ぶりに士業へ拡大。業種不問が課題 

 厚生年金の加入(適用)対象となるか否かは、労働時間などの個人の就労状況に加えて、職場(事業

所)の形態等も影響する。正社員*2の場合、法人の事業所は業種や規模に関係なく強制加入の対象とな

るが、個人事業所は法定業種かつ従業員が５人以上の場合に強制加入の対象となる（図表１）。 
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*3 全世代型社会保障構築会議「全世代型社会保障構築会議 報告書」 p.13. 
*4 全世代型社会保障構築本部「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）について」 p.4. 
*5 非適用業種のうち５人以上の個人事業所数やその従業員数が多い業種(2021年度)は、飲食サービス業(約３万事業所、約23

万人)と、洗濯・理容・美容・浴場業(約4000事業所、約2.8万人)。これに対して、士業への適用拡大で想定された従業員数は
約5万人。 
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 2020年の制度改正(2022年10月施行)では、個人事

業所の対象業種に士業が追加され、約70年ぶりの見

直しとなった。この改正で対象業種が士業に絞られ

た理由としては、①法律で法人化が制限されている

資格がある、②事務処理面での支障が少ない、など

の点が挙げられた。 

 その後、2022年12月に公表された官邸の有識者会

議の報告書では個人事業所の非適用業種の解消が

「早急に図るべき」課題とされ*3、2023年12月には

検討の継続が決定された*4。2024年から開始された

前述の懇談会では、賛否両論が出たものの、解消へ

の賛成が中心的になっている。 

2｜適用徹底の状況： 

国税庁など関係機関と連携して推進 

 制度改正で対象が拡大しても、実際に適用されて

企業が保険料を納付しなければ、従業員は厚生年金

を受け取れない。厚生年金の加入は原則として事業

主が自主的に届け出るため、適用が漏れる事業所や

従業員が発生しうる。これを減らす取り組みが、日

本年金機構が実施している厚生年金の適用徹底（適

用促進）である。 

 近年の適用徹底は、関係機関が持っている事業所

の情報と厚生年金に加入している事業所の情報と

の照合によって進められている。2002年度からは雇

用保険、2012年度からは法人登記簿、2014年度から

は国税庁の源泉徴収の情報と照合され、文書・電話・

訪問等による適用徹底が進んでいる（図表２・３）。 

3｜今後の課題： 

個人事業所に関する国税庁等からの情報提供 

 日本年金機構による現時点の適用徹底は、効果が大きい従業員５人以上の法人事業所を中心に進め

られており、照合している国税庁の源泉徴収の情報は法人事業所に限られている。このため、次期制

度改正で個人事業所の非適用業種が解消された場合には、国税庁からの個人事業所に関する源泉徴収

情報の提供など、実際に適用を進める手立てを充実する必要がある。 

 2022年10月に士業への拡大が行われたとは言え、非適用業種の撤廃はかなり大規模な新規での適用

業務になり*5、事業所の事務処理能力も士業とは異なることが予想される。対象者の老後保障の充実

が机上の空論で終わらないよう、しっかりとした実務面の対応を期待したい。 

 

図表１ 厚生年金の適用対象になる事業所 

  
(注１) ◎は1985年改正前からの強制適用、○は1985年改正後の

強制適用、△は任意適用、の対象。なお、1985年改正は
段階的に実施され、1989年度から完全適用された。 

(注２) 法定業種は、厚生年金保険法6条に規定されている17業
種。従業員数は、厳密には常用雇用者を指す。 

 

図表２ 年金機構の適用徹底で加入した事業所数 

 
(資料) 日本年金機構「業務実績報告書」(各年)ほか. 
 

図表３ 年金機構の適用徹底で加入した人数 

 
(資料) 日本年金機構「業務実績報告書」(各年)ほか. 
 

常時の従業員数

5人未満 5人以上

法人事業所 法定業種 ○ ◎

他の業種 ○ ○

個人事業所 法定業種 △ ◎

他の業種 △ △
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